
 

第３次福島市障がい者計画(素案)に関する 

パブリック・コメントの結果について 
 

令和５年１２月２１日（木）から令和６年１月２２日（月）まで、第３次福島市障

がい者計画の策定に関するパブリック・コメントを実施し、市民の皆様等からのご意

見を募集いたしましたので、その結果及びご意見に対する回答を報告いたします。 

 

１ 意見提出者及び件数 ５名（４４件） 

２ 意見の内訳 

(１)第１編 第１章 計画の基本的事項                ２件 

(２)第１編 第２章 施策の体系                   １件 

(３)第１編 第３章 現状と課題                   ２件 

(４)第２編 第１章 生活支援                    ２件 

(５)第２編 第３章 ライフステージに応じた障がい児への支援     ４件 

(６)第２編 第４章 文化芸術・スポーツ活動の振興と社会参加の促進  １件 

(７)第２編 第５章 雇用・就業、経済的自立の支援          １件 

(８)第２編 第６章 生活環境                    ３件 

(９)第２編 第７章 障がいのある方の情報ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの推進 ４件 

(10)第２編 第８章 災害等に対する安全・安心            ２件  

(11)第２編 第９章 差別の解消及び権利擁護の推進          ６件 

(12)その他                           １６件 

   合計                            ４４件 

 

以上４４件の意見のうち、３件について素案の修正をおこないました。 

 

３ 意見の概要と意見に対する考え方 

このたび、第３次福島市障がい者計画（素案）へご意見を賜り、誠にありがと

うございました。 

いただいたご意見の概要と考え方は次のとおりです。 

いただいたご意見については、本計画の策定のための参考とさせていただきま

した。なお、ご意見の内容につきましては、原文を要約して掲載しております。 

 

 

 



 

No. 編・章 
該当する 

項目 
意見の概要 意見に対する考え方 

1 第１編 
第１章 

計画の基本
的事項 
 
２ 計画の
位置づけ 

「ノーマライゼーション」という
のは、巨大施設から地域へという
時代の旗印だったと思うので、「イ
ンクルージョン＆ダイバーシテ
ィ」あたりがよいのではないかと
思います。 

本計画は地域のインクルージョン
やダイバーシティシティ社会の実
現に向け、ノーマライゼーション
を理念とするものです。 
「障がいのある人もない人も共に
いきいきと暮らせる福島市づくり
条例」においても記載している理
念であることから、「ノーマライ
ゼーション」という文言としてお
ります。 

2 第１編 
第１章 

計画の基本
的事項 
 
４  計画の
基本理念 

「ノーマライゼーション」ではな
く、むしろ「障害者権利条約」の
理念を持ってきたらいいと思いま
す。「障害の社会モデル」や「合
理的配慮」「ユニバーサルデザイ
ン」等、全て前文に書いてあるの
で、説明が少なくて済むし、分か
りやすいと思います。 

本計画は本市における障がい者の
状況等を踏まえた理念により、本
市の障がい者施策を総合的かつ計
画的に推進するために策定するも
のです。 
障害者権利条約については国が遵
守することを定めるものですが、
本市においてもその理念を尊重し
ながら各種施策を推進してまいり
ます。 

3 第１編 
第２章 

施策の 
体系 

「ライフステージに応じた障がい
児への支援」は、「乳幼児期・学
齢期の発達(相談)支援」がいいの
ではないかと思います。 
(この時期の対象者は、要観察状態
も含んでいるため、相談体制が重
要だと思う) 

ご意見を踏まえ、「ライフステー
ジに応じた障がい児への支援」を
「障がい児に対する切れ目のない
支援」に修正いたします。 

4 第１編 
第３章 

現状と 
課題 

発達障がいについてきちんと取り
上げてあるのはよい。独自の手帳
がないのでサービスが受けにくい
ことに触れられているのがよい。
児童の現状はあるが、青年期それ
以降の現状はどう把握しているの
か、把握できないと課題もわから
ず、計画も立てられないのではな
いか。手帳がない場合どうしたら
いいのか、どの年代でも困ってい
る。相談窓口に発達障がいをきち
んと理解できる人材が欲しい。 

青年期以降の発達障がいを把握す
ることは困難でありますが、障害
者手帳の有無にかかわらず、相談
を受けておりますので、相談に対
して障がいの特性を理解し、必要
な福祉や医療に関する支援につな
げられるように努めてまいりま
す。 



No. 編・章 
該当する 

項目 
意見の概要 意見に対する考え方 

5 第１編 
第３章 

現状と 
課題【指標
（数値目
標）】 

相談支援専門員が、３５人に１人
必要とされています。そこを目標
にしてほしいです。 

３５人に１人の相談支援専門員と
は、計画相談支援事業所の指定基
準として、国が示している１人の
相談支援専門員が担当する１月の
平均利用件数です。 
必ずしも３５人に１人の相談支援
専門員が必要とされているわけで
はありません。 
本市の現状では、相談支援専門員
数はサービス利用者数の増加と比
較して十分でないと認識しており
ますので、今後も相談支援専門員
の増員に向けた働きかけを進めて
いきます。 
指標（数値目標）については、相
談支援専門員が担う計画相談支援
だけではなく、より多くの市民に
向けた３障がいを一元化してワン
ストップでの相談を受ける委託相
談窓口に関する数値とします。 

6 第２編 
第１章 

生活支援 
 
２ 相談支
援体制の構
築 

包括的支援体制の整備に取りあげ
られている８０５０問題やひきこ
もりなどは発達障がいの方が多く
抱えている問題でもあるので、し
っかりと整備し、相談すればいろ
いろな機関につながるネットワー
クを構築してほしい。身近な地域
での相談体制というが、地区ごと
に地域格差が出ないか心配であ
る。地域の相談窓口にそれぞれの
障がいの特性を理解した人材を配
備してほしい。 

包括的支援体制におけるネットワ
ーク構築は本市においても重要な
事業であると捉えていることか
ら、今後も、相談体制の充実、人
材の育成に努めてまいります。 
また、地区ごとの身近な相談窓口
については、３障がいを一元化し
たワンストップ窓口とすること
で、地域により格差が生じないよ
うにするとともに、相談窓口には
資格を有した職員を配置し、障が
いの特性に応じた支援を行えるよ
う努めます。 

7 第２編 
第１章 

生活支援 
 
３ 地域生
活移行の促
進・定着 

自宅でずっと生活したいという本
人の希望をかなえるための施策は
ないか。知的障がい、発達障がい
の方向けの地域生活のための福祉
サービス検討が必要である。 

現在、本市では障害者総合支援法
に基づく「居宅介護」や「地域生
活支援拠点等事業」等の多様なサ
ービスにより、在宅の障がい者へ
の支援を行っております。今後に
おきましても、在宅を続けている
障がい者や家族に対して、多様な
サービスにつながるよう相談体制
の構築に努めてまいります。 



No. 編・章 
該当する 

項目 
意見の概要 意見に対する考え方 

8 第２編 
第３章 

ライフステ
ージに応じ
た障がい児
への支援 

「ライフステージに応じた」とい
う文言が不適切ではないか。障が
い児と書いてあるが単に乳幼児
期・学齢期だけの支援ではないか。
早期発見、早期療育、家族への支
援は重要なので章立てて取り上げ
られているのはとてもよいが、「ラ
イフステージに応じた」という文
言を使うならば、それぞれライフ
ステージに応じた障がい者の支援
も章立てて書く必要が出てくる。
それは計画全般にわたっているこ
となので再掲、重複が多くなる。
ライフステージと書くなら、青年
期の障がい者の家族の支援もほし
い。また、後に課題として老障介
護が出てきているので、その時期
の支援にぜひ取り組んでほしい。
親亡き後も問題である。計画全体
を通して障がいがわかった時から
福島市でどんな支援を受けて、地
域で安心して生活できるか福島市
としての障がい者の生活のビジョ
ンが知りたい。 

ご意見を踏まえ、「ライフステー
ジに応じた障がい児への支援」を
「障がい児に対する切れ目のない
支援」に修正いたします。 
 
なお、「第１編 第２章」の「２ ラ
イフステージに応じた支援」にお
いて妊娠時期から学齢期以降の支
援について「居住系のサービス」
を含め、掲載しております。 
また、ご指摘の「老障介護」や「親
亡き後」については、障がい者の
重度化・高齢化が進む中で重要な
課題であると認識しており、相談
及び支援体制の充実を図ります。 

9 第２編 
第３章 

ライフステ
ージに応じ
た障がい児
への支援 
 
１ 療育体
制の整備 

現在、発達障がいの疑いがあり、
診断を待っている幼児がたくさん
います。３歳児検診などで疑いが
あっても単に経過観察となるケー
スが多く、その後のフォローもな
く、保育園などで問題行動が発覚
し、親がどこにつながればいいか
わからないようです。適切な診断、
療育体制の充実を期待します。 

ご意見につきましては、本市とし
ても解決すべき課題と捉えてお
り、療育体制の充実に努めてまい
ります。 

10 第２編 
第３章 

ライフステ
ージに応じ
た障がい児
への支援 
 
１ 療育体
制の整備 

こども発達支援センターの機能が
充実して、身体障がいの児童の相
談療育だけでなく、知的障がい児、
発達障がい児の相談にもきちんと
応じて、ほかの機関などと連携し
て療育につなげてほしい。特に１
８歳までの相談、支援、その後の
青年期の移行も含めて考えてほし
い。 

現在医療型発達支援センターの通
所事業の利用は児童福祉法で肢体
不自由と定められていますが、相
談については、障がい区分にかか
わらず現在でも１８歳までの方の
相談に応じています。 

11 第２編 
第３章 

ライフステ
ージに応じ
た障がい児
への支援 
 
２ 障がい
児とその家
族への支援 
（１）親子
の健やかな
成長への支
援 

１歳半健診で保健師さんに相談し
ても、相談先や療育先など教えて
もらえなかった。健診時に相談先
や親の会のチラシなどを対象の親
だけでなく全員に渡してほしい。 

こどもの発育や発達に関する相談
先としては全ての子育て家庭にこ
ども家庭課母子保健係へ相談をい
ただくように周知しております。 
また、1歳半健診で発達を心配する
場合、健診事後も電話相談や家庭
訪問、発達相談会等にて発達の状
態を確認し必要な支援へおつなぎ
をしています。 
今後も個別の状況に合わせ丁寧に
対応をしてまいります。 



No. 編・章 
該当する 

項目 
意見の概要 意見に対する考え方 

12 第２編 
第４章 

文化芸術・
スポーツ活
動の振興と
社会参加の
促進 
 
１ 障がい
のある方の
文化芸術活
動への参加 
（１）文化
芸術活動の
充実 

読書バリアフリー法に関する記述
について、事業内容が視覚障がい
者だけの対応内容となっているも
のと捉えられる。法の主旨にあっ
たものになっていないというの
は、福島市だけでなく全国的にも
問題である。読書バリアフリー法
に則った図書館整備・対応が重要
である。障がいの種類は身体(多種
類)、知的、精神など数も種類も多
く、また、病状もだれひとり同じ
ではない。個々に柔軟に対応でき
る行政であるべきである。 

本計画における「視覚障がい等で
本を読むことが困難な方」の表記
については、読書バリアフリー法
に基づくものです。規定の対象者
として、視覚障がいのある方や発
達障がいのある方のほか、肢体不
自由により書籍を持てない方等が
含まれております。 
市立図書館では視覚障がい等によ
り読書が困難な方のための読書補
助装置の設置や、大型活字本など
の配置、本の朗読などを実施して
いるほか、電子図書館では音声読
み上げ・拡大・色反転等ができる
本も用意しています。 
また、肢体不自由の方などが来館
された際に手助けが必要な場合に
は、職員が移動の介助やご要望を
お聞きするなど手助けをしており
ます。 
今後も、図書館を利用するすべて
の方が快適にご利用いただけるよ
う努めてまいります。 

13 第２編 
第５章 

雇用・就業、
経済的自立
の支援 

発達障がいの方は、知的に遅れの
ない方も多く、職場の理解、フォ
ローがあれば一般就労が可能な場
合がある。仕事の時間や環境の工
夫により、自立して生活できるよ
うな施策が欲しい。職場でつまず
いて、引きこもりになってしまう
場合もあるので包括的な支援を求
める。そのまま年を取れば８０５
０問題になってしまい、家族の支
援が必要である。 

令和６年度より、民間事業所にお
いても障がい者への「合理的配慮」
が義務化されることから、本市に
おきましても民間事業所等への周
知広報活動を通して意識の浸透を
図り、合理的配慮による職場理解
を含む、共生社会実現に努めてま
いります。引きこもりや８０５０
問題等の地域生活課題に対して
は、包括的な支援を実施する「包
括的支援体制整備事業」により対
応することとしております。 

14 第２編 
第６章 

生活環境 移動支援については本当に必要な
方に使えるような制度になってほ
しい。移動支援事業所を増やして
ほしい。発達障がいの方の移動は
その特性により、ほとんど家族が
行っている。発達障がいをはじめ、
ほかの障がいを理解して安全に移
動ができ、社会生活ができるよう
になってほしい。 

移動支援は総合支援法に基づくサ
ービスであり、利用対象者につい
ては、その枠を超えてのサービス
の提供は困難であります。 
また、事業所の安定したサービス
提供体制を確保するため、令和４
年度に報酬単価の改正を行い新規
事業所が参入しやすい環境整備を
図ったところです。今後も利用者
のニーズを把握し、適切な形でサ
ービスの提供を行ってまいりま
す。 



No. 編・章 
該当する 

項目 
意見の概要 意見に対する考え方 

15 第２編 
第６章 

生活環境 発達障がいの方は視覚優位なので
ピクトグラムなどを利用し、わか
りやすいやすいまちづくりをお願
いしたい。 

本市では、現在、福島市バリアフ
リー基本構想に基づく「誰にでも
やさしいまち ふくしま」の実現
に向け各種施策に取り組んでおり
ます。 
障がいのある方もない方も安全で
快適な生活環境整備の一環とし
て、案内誘導サインやルール案内
サインのデザインの統一化など、
誰にでもわかりやすいサインの整
備に取り組んでまいります。 

16 第２編 
第６章 

生活環境 福島市公共施設はバリアフリー化
対応対策をやっているが完全では
ない。例えばトイレであるが、多
目的トイレは設置されてはいる
が、肢体不自由の身体障がい者に
とっては、使用にあたり多くの支
障があり使用しづらい面が多い。 
具体的には、入口ドアは引き戸で
非常に重く開けにくく、カギの位
置が低くカギをかけづらい。また、
ドアは手動のため手足不自由者に
は困難である。荷物の置き場がな
い。あったとしても便座の奥や高
所で置けない。つえの置き場がな
い。手洗い水道や石けんが手動で
ある。手乾燥機やペーパータオル
の設置がない。多目的トイレにつ
いては自動化中心で考えてほし
い。 

公共施設のバリアフリー化につき
ましては、利用者や障がい者団体、
支援者からのご意見、現況を踏ま
え、必要なバリアフリー化を検討
するよう施設の所管課に周知して
まいります。 

17 第２編 
第７章 

障がいのあ
る方の情報
アクセシビ
リティ・コ
ミュニケー
ションの推
進 

発達障がいの方、その家族にも情
報支援をお願いしたい。特に高齢
の家族はデジタル化についていけ
ない方も多い。意思疎通支援では、
障がい者の特性を考え、しっかり
と本人の意思確認ができるように
してほしい。特に、発達障がい者、
知的障がい者は意思表示が苦手で
ある。 

障がいの特性に応じた多様な意思
疎通手段の利用を促進することに
より、障がいの有無にかかわらず、
必要な情報の取得が保障されるよ
う努めてまいります。 

18 第２編 
第７章 

障がいのあ
る方の情報
アクセシビ
リティ・コ
ミュニケー
ションの推
進 
 
２ 意思疎
通支援の充
実 

法の理念に基づく情報のバリアフ
リー推進のためにも、聴覚障がい
者や高齢難聴者の社会参加や意思
疎通支援の配慮として手話だけで
なく、中途失聴者・難聴者に不可
欠な文字による支援（要約筆記・
字幕付与・筆談対応）についても
配慮いただきたい。 
聴覚障がい者にとってもその周囲
にとっても、手話だけでなく文字
による情報も常に共にある社会を
めざすための計画としていただき
たい。 

情報アクセシビリティ・コミュニ
ケーション施策において、手話を
使用しない中途失聴者、難聴者へ
の要約筆記など文字による支援に
ついては、公共機関だけでなく、
民間事業者を含めて、障がい特性
に応じた合理的配慮に取り組むこ
とが課題となっております。 
ご意見についても、情報バリアフ
リーの推進手段の一つであること
から、官民問わず様々な分野と連
携を図り、方策の一つとして取り
組み、情報格差のない社会を目指
してまいります。 



No. 編・章 
該当する 

項目 
意見の概要 意見に対する考え方 

19 第２編 
第７章 

障がいのあ
る方の情報
アクセシビ
リティ・コ
ミュニケー
ションの推
進 
２ 意思疎
通支援の充
実 

市長記者会見に字幕及びリアルタ
イム字幕付けも必要性を認めてい
ただきたい。 
同時手話通訳のほかにリアルタイ
ム字幕付けを実施していただきた
い。手話がわからない聴覚障がい
者だけでなく聞こえにくい高齢者
にも有効な手段と思う。 

ご意見として承ります。いただい
たご意見を担当部署と共有し、今
後の施策の参考とさせていただき
ます。 

20 第２編 
第７章 

障がいのあ
る方の情報
アクセシビ
リティ・コ
ミュニケー
ションの推
進 
 
２ 意思疎
通支援の充
実 

障がい特性によるニーズに応える
福祉用具は柔軟に認めてほしい。
スマホやタブレットなど通信機器
も福祉機器としては認めていただ
きたい。ICT利用の推進もはかるた
めにも意思疎通のための必要機器
としてニーズに合った品目として
配慮いただきたいと思う。 

厚生労働省では、日常生活用具の
要件を定めております。 
その要件とは、「障がい者等が安
全かつ容易に使用できるもので、
実用性が認められるもの」、「障
がい者等の日常生活上の困難を改
善し、自立を支援し、かつ、社会
参加を促進すると認められるも
の」、「用具の製作、改良又は開
発に当たって障がいに関する専門
的な知識や技術を要するもので、
日常生活品として一般に普及して
いないもの」の３要件すべてを満
たすものとしております。 
スマホやタブレットについては、
一般的に普及している機器ではあ
ることから、本市としては、国が
示す日常生活用具としての要件を
満たしていないと捉えており、対
象品目に追加する考えはございま
せん。 

21 第２編 
第８章 

災害等に対
する安全・
安心 

避難行動要支援者の登録につい
て、発達障がいの方はコミュニケ
ーションが苦手という特性のた
め、なかなか地域支援者を探した
り、お願いしたりするのが難しい。
そのため登録ができない方が多
い。福祉サービス計画相談の際に
登録につながるような方法はでき
ないか。そのためにも相談支援専
門員の増員、質の向上が求められ
る。 

避難行動要支援者登録制度につき
ましては、地域支援者がいない場
合でも登録できる制度となってお
ります。制度内容について、相談
支援専門員に周知・啓発を行うこ
とで、障害福祉サービス計画相談
の際に登録につながるように図っ
てまいります。 
また、相談支援専門員増員・質の
向上については、研修等の情報に
ついて周知により増員に努めるほ
か、市内の相談支援事業所で構成
する福島市相談支援事業所連絡会
を定期的に開催し、研修や事例研
究等を行うことで、相談支援専門
員の質の向上を図ってまいりま
す。 

22 第２編 
第８章 

災害等に対
する安全・
安心 

相談支援専門員による個別の支援
計画の作成を、サービスを使う人
全員に徹底してほしい。このこと
は、権利擁護や災害時支援にも大
きく関わることで、もっと重要視
してほしい。 

特に重度の障がいのある方で、人
の支援を受けないと避難が困難な
方については、実効性のあるプラ
ンの作成が重要であることから、
相談支援専門員など福祉専門職員
への委託によるプラン作成を推進
してまいります。 



No. 編・章 
該当する 

項目 
意見の概要 意見に対する考え方 

23 第２編 
第９章 

差別の解消
及び権利擁
護の推進 

発達障がいの方、特に知的障がい
を伴う方は差別や虐待にあっても
それを訴えることができないで、
２次障がい強度行動障がいにつな
がってしまうことが多い。家族だ
けでなく関係者、周辺の方、本人
の思いを受け止め、また、よく観
察することによって、これは差別
虐待だと気づいて、行動を起こし
てほしい。それができる仕組みは
できないか。啓発活動、広報活動
が本当に大切である。 

障害者虐待防止センターにおい
て、障がい福祉サービス事業所の
利用者や職員、民生委員等を対象
とした広報活動を行っているとこ
ろです。今後も活動を継続し、虐
待防止に係る周知を図ってまいり
ます。 

24 第２編 
第９章 

差別の解消
及び権利擁
護の推進 

差別、虐待は、閉鎖的な空間で起
こりがちであるので、入所、通所
施設、グループホーム、事業所、
学校などに市民の目線が必要であ
る。気軽に訪問、交流ができ、地
域の活動に参加できるなど地域で
共生できる障がい者施設を望む。 

福島市いきいき共生推進委員会の
権利擁護部会と連携し、事業所職
員の虐待防止研修会を開催してい
るほか、地域住民の理解促進を進
めるため事業所の地域との交流
や、一般市民による事業所訪問等
を検討いたします。 

25 第２編 
第９章 

差別の解消
及び権利擁
護の推進 

権利擁護に関することとしては選
挙もかかわると思う。選挙管理委
員会など、障がい者と選挙など基
本的人権にかかわることを今後取
り上げてほしい。 

第９章差別の解消及び権利擁護の
推進の関連事業に、市職員対応要
領の周知を記載しております。投
票に関する具体的事例を通して、
この対応要領を周知することで本
市職員に対する合理的配慮の浸透
を図り、障がいのある方が円滑に
投票できるように取り組んでまい
ります。 

26 第２編 
第９章 

差別の解消
及び権利擁
護の推進 

障害者差別解消法について、差別
と合理的配慮の２つが重要であ
る。障害者が配慮してほしい事（希
望する配慮）に対応できる行政・
民間事業者になってほしい。 

障害者差別解消法で求める「不当
な差別的取扱いの禁止」及び「合
理的配慮の提供」について、官民
一体となって実施に努めてまいり
ます。 
具体的には、市では障害者差別解
消法に基づく対応要領を作成して
いることから、市職員にはこの対
応要領の周知や研修を通して障が
い者への配慮ある対応に努めてま
いります。 
また、民間事業者に対しては、市
政だより、ホームページ、ソーシ
ャルメディアなどにより啓発し、
意識の醸成に努めてまいります。 
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27 第２編 
第９章 

差別の解消
及び権利擁
護の推進 

権利擁護の扱いが薄い。監査シス
テムの強化や、施設に市民の目を
入れるなど具体策を講じてほし
い。子ども、知的障がいのある人、
お年寄りなど、発信ができない(弱
い)人を市民全体で守る意識を持
ってほしい。窓口設置だけでは、
どうにもならない。 

ご意見を踏まえ、１０３ページの
【施策の方向性】を以下のとおり
修正します。 
 
【修正前】 
（省略）関係事業所での理解促進
を図るとともに、養護者などに対
して適切な支援を行い、障がいの
ある方に対する虐待の防止と早期
発見に努めます。 
 
【修正後】 
（省略）関係事業所での理解促進
を図ります。また、養護者などに
対して適切な支援を行うととも
に、事業者に対しても虐待防止の
取り組みの徹底を図り、障がいの
ある方に対する虐待の防止と早期
発見に努めます。 
 
なお、障害者虐待防止センターに
おいて、障害福祉サービス事業所
の利用者や職員、民生委員等を対
象とした広報活動を行い権利擁護
の周知を図っているほか、福島市
いきいき共生推進委員会の権利擁
護部会と連携し、事業所職員を対
象とした虐待防止研修会を開催し
ております。今後は部会において
一般市民による事業所訪問等を検
討いたします。 
 

28 第２編 
第９章 

差別の解消
及び権利擁
護の推進 

権利擁護関連になると思うが、選
挙の投票に関する支援も選挙管理
委員会が協力していることから、
計画に入れてはどうか。 

第９章差別の解消及び権利擁護の
推進の関連事業に、市職員対応要
領の周知を記載しております。投
票に関する具体的事例を通して、
この対応要領を周知することで本
市職員に対する合理的配慮の浸透
を図り、障がいのある方が円滑に
投票できるように取り組んでまい
ります。 

29 その他 ー 誰ひとり取り残されない社会実現
に寄与する計画であることを願い
ます。 

計画の基本理念として「障がいの
ある人もない人も、お互いに人格
と個性を尊重し支え合う共生社会
の実現」を掲げ、誰ひとり取り残
されない社会の実現を目指してま
いります。 

30 その他 ー 発達障がいの親の会を一か所にま
とめて、いろんな会の話を聞く場、
相談できる場があったらいいと思
う。伊達市では実施されたことが
あると聞いている。 

ご意見として承ります。いただい
たご意見を福島市いきいき共生推
進委員会のこども部会と共有し、
今後の施策の参考とさせていただ
きます。 

31 その他 ー 特別支援学級に専門的な先生を増
やしてほしい。 

ご意見として承ります。いただい
たご意見を担当部署と共有し、今
後の施策の参考とさせていただき
ます。 
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32 その他 ー 特別支援学校と特別支援学級の中
間くらいの障がいを持つ子どもが
行ける学校があったらいいと思
う。 

ご意見として承ります。いただい
たご意見を担当部署と共有し、今
後の施策の参考とさせていただき
ます。 

33 その他 ー 担任の先生、スクールカウンセラ
ーと相性が悪かった場合、他に相
談できる場所はどこであるかがわ
かりにくい。 

34 その他 ー 就学前健診時にスクールカウンセ
ラーからの発達についての講話が
良かった。他の小学校でもやって
ほしい。 

35 その他 ー 通常学級にも支援員さんを配置し
てほしい。 

36 その他 ー 教科書だけにとらわれない授業の
実施をしてほしい。 

37 その他 ー 専門の先生を雇うことや教員、支
援員を増員することで、担任の先
生の負担を減らしてほしい。 

38 その他 ー スクールカウンセラーを各学校に
配置してほしい。 

39 その他 ー 不登校や登校しぶりのある子が行
ける専用の教室があったら救われ
るのではないか。 

40 その他 ー 特別支援学級の対応が学校や先生
によって大幅に違いがある。例え
ば味覚過敏のお子さんは給食が食
べられるものがないという日もあ
る。ふりかけ持参やお弁当持参を
許可してほしい。給食が嫌で学校
に行きたくない子もいる。 

41 その他 ー 支援学級の担任の先生の知識や指
導のやり方に差がある。例えば小
学校は行事が多いのでそれを少し
減らして先生方の研修時間にあて
たりできないか。発達障がいの子
で行事が苦手な子も多い。行事を
少なくし、なるべく毎日同じルー
ティーンで過ごせたらいい。例え
ば、フランスの小学校は行事がな
く水曜日が休みとなっている。教
員も児童も精神的に余裕があると
いうことである。 

42 その他 ー 特別支援学級しかない公立小学校
を作るのはどうか？この学校に専
門性の高い先生を集め、学区にと
らわれず希望する子は通えるよう
な学校があったらいい。学校自体
に行けない不登校の子の場合、タ
ブレットなどを使用したリモート
授業や通信制の小中学校があって
もよいと思う。 
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43 その他 ー フリースクールに通いたい子も増
えているが、料金が高く利用した
くても利用できない家庭もある。
フリースクールへの助成を増やし
てほしい。 

ご意見として承ります。いただい
たご意見を担当部署と共有し、今
後の施策の参考とさせていただき
ます。 

44 その他 ー 障がいの度合いにもよるが、核家
族の家庭や母子家庭では母親が子
どもの通院、療育先や学校への送
迎などすべてを行っている。働き
方が多様になってきているとはい
え、働けない、もしくはパートタ
イム労働などで調整しながら働い
ている方が多い。祖父母の協力が
ない方も多く、収入が少なく生活
に困っている方もいる。発達障が
い児への支援はあっても、その保
護者（特に母親)への支援がない。
何か良い方法を考えてほしい。 

 


